
 

 

 

 

 

 

日時 

会場 

 

令和４年６月２５日（土） 午後１時 ～ 午後４時 

野母崎文化センター（長崎市野母町５５５番地） 

遺言・相続 
無料相談会 

事前予約制です：ご予約はお電話にてお受けいたします  
長崎県司法書士会 事務局 

📞📞095-823-4777 
（受付時間平日 9：00～17：00 お盆期間 8/11～16まで休業） 

 
 遺言・不動産の名義変更の専門家である司法書士がご相談を承ります。 

 ※相続税など、税金の相談については対象外となりますのでご了承ください。 

司法書士による 

こんなお困りごとはありませんか？ 

 ☑ 「相続登記の義務化」について質問したい。 

 ☑ 相続手続きについて、どこから手を付けたらよいかわからない。 

 ☑ 遺言を残したいが、どういった方法があるのかを知りたい。  

 ☑ 不動産の名義変更はしなければならないの？ 

 ☑ 不動産に昔の抵当権がついているが、どうしたらよいか。 

 

 

8/23  水 

滑石ショッピングセンター ２階イベントホール 
（住所：長崎市滑石 5丁目１-２２） 
※会場までは外階段を経由する必要があります 

13：30～16：30まで （受付開始 13：20） 


